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令和5年  （2023年）8月1日 第 2 6 2号     （6)か　ま　く　ら　議　会　だ　よ　り

議
会
広
報「
議
会
だ
よ
り
」は
議
会

の
自
律
性
に
基
づ
き
、議
会
広
報
委

員
会
の
主
要
な
取
り
組
み
と
し
て

編
集
・
発
行
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
市
政
、

そ
し
て
何
よ
り
議
会
の
動
き
が
分

か
り
や
す
い
記
事
の
作
成
を
心
が

け
て
お
り
ま
す
。

今
号
か
ら
は
議
員
が
行
政
に
行
う

「
一
般
質
問
」記
事
を
議
員
ご
と
に

掲
載
し
、よ
り
詳
細
な
内
容
を
お
伝

え
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、令
和
６
年
度
に
は
紙
面
内

容
を
刷
新
し
、市
民
の
皆
さ
ま
か
ら

更
に
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
こ
の
1
年
を
か
け
て
検
討

し
、取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。今

後
の
議
会
広
報
に
ぜ
ひ
と
も
ご
注

目
く
だ
さ
い
。

　
　
　

議
会
広
報
委
員　中

里　

成
光

編
集
後
記

編
集
後
記

６
月
定
例
会
で
は
、市
長
か
ら

30
件
の
議
案
が
、委
員
会
か
ら
１

件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議

会
に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　

鎌
倉
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て【
議

案
第
８
号
】

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
定

義
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
規
定
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
地
方
税
法

の
一
部
改
正
に
よ
り
引
用
条
項
を

整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
、
本
年
４
月
１

日
か
ら
適
用
し
、
特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
に
関
す
る
改
正
規

定
は
、
本
年
７
月
１
日
か
ら
施
行

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
10
号
】

公
の
施
設
に
お
け
る
受
益
と
負

担
の
公
平
性
や
公
正
性
の
確
保
の

た
め
、
鎌
倉
市
都
市
公
園
の
有
料

施
設
に
笛
田
公
園
の
駐
車
場
を
加

え
る
ほ
か
、そ
の
他
の
規
定
の
整
備

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

利
用
期
間
は
１
月
４
日
か
ら
12

月
28
日
ま
で
、
利
用
時
間
は
７
時

30
分
か
ら
18
時
15
分
ま
で
、
利
用

料
金
の
上
限
額
は
、
15
分
以
内
は

無
料
、
15
分
を
超
え
る
場
合
は
３

時
間
ま
で
は
３
０
０
円
、
最
初
の
３

時
間
を
超
え
る
時
間
１
時
間
ご
と

に
１
０
０
円
と
定
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
11
号
】

「
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、

構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火

気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
省
令
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、
消

防
庁
通
知
に
基
づ
き
喫
煙
等
に
関

す
る
規
定
を
見
直
す
と
と
も
に
、

文
言
の
整
理
を
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
本
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て【
議
案
第
12
号
】

鎌
倉
市
教
育
委
員
会
の
執
務

室
移
転
に
伴
い
、
教
育
セ
ン
タ
ー

の
位
置
を
、
鎌
倉
市
御
成
町
12
番

18
号
か
ら
鎌
倉
市
御
成
町
18
番

10
号
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
３

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

建
物
収
去
・
建
物
退
去
土
地
明
渡

請
求
事
件
の
一
部
被
告
ら
と
の
和

解
に
つ
い
て【
議
案
第
５
号
】

鎌
倉
市
小
町
に
本
市
が
所
有

お
よ
び
管
理
し
て
い
る
水
路
等
に

つ
い
て
、
建
築
物
に
よ
り
不
法
に

占
有
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
状

態
を
解
消
す
べ
く
、
建
物
所
有
者

お
よ
び
占
有
者
に
対
し
て
、
平
成

30
年
12
月
19
日
か
ら
行
っ
て
き
た

建
物
収
去
・
建
物
退
去
土
地
明
渡

を
求
め
る
裁
判
に
お
い
て
、
本
年

２
月
３
日
の
第
21
回
裁
判
手
続
時

に
、
裁
判
所
か
ら
建
物
所
有
者
１

名
お
よ
び
建
物
占
有
者
１
名
と
の

和
解
に
つ
い
て
提
案
が
あ
っ
た
も

の
で
す
。
５
月
23
日
付
で
裁
判
所

か
ら
市
に
送
付
さ
れ
た
和
解
条
項

案
を
受
け
入
れ
、
被
告
ら
と
和
解

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

【
議
案
第
13
号
】

城
廻
市
有
地
擁
壁
調
査
・
設
計

業
務
委
託
料
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
支
援
金
に
係
る
経
費
、

民
間
保
育
所
等
給
食
費
・
光
熱
費

補
助
金
に
係
る
経
費
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

に
係
る
経
費
、
名
越
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
係
る
維
持

修
繕
料
の
経
費
、
農
業
従
事
者
に

対
す
る
肥
料
等
高
騰
支
援
補
助

金
に
係
る
経
費
、
水
産
業
従
事
者

に
対
す
る
燃
料
費
高
騰
支
援
補

助
金
に
係
る
経
費
、
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
公
園
改
修
事
業
に
係
る
工
事

請
負
の
経
費
、
鎌
倉
文
学
館
改
修

基
本
設
計
業
務
委
託
料
な
ど
の

経
費
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
６
億
２
４

６
５
万
８
千
円
を
増
額
し
、
補
正

後
の
総
額
は
、
６
８
１
億
２
７
１

４
万
４
千
円
と
な
り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

【
議
案
第
15
号
】

山
崎
浄
化
セ
ン
タ
ー
暫
定
ス

ポ
ー
ツ
広
場
整
備
事
業
に
係
る
経

費
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
１
億
１
３

０
８
万
７
千
円
を
増
額
し
、
補
正

後
の
総
額
は
、
６
８
２
億
４
０
２

３
万
１
千
円
と
な
り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

【
議
案
第
16
号
】

　

教
育
委
員
会
の
教
育
長
に
、
市

長
か
ら
提
案
の
あ
っ
た
次
の
方
を

任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会

で
は
多
数
の
賛
成
に
よ
り
同
意
し

ま
し
た
。 

た
か
は
し

高
橋 

よ
う
へ
い

洋
平
氏（
山
ノ
内
在
住
）

任
期
は
、
令
和
５
年
８
月
１
日

か
ら
３
年
間
で
す
。

【
議
案
第
17
号
】

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期

満
了
に
よ
る
後
任
者
と
し
て
、
引

き
続
き
次
の
方
を
任
命
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
議
会
で
は
総
員
の
賛

成
に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

し
も
だ
い
ら

下
平    

く
み
こ  

久
美
子
氏(

西
鎌
倉
在
住)

任
期
は
、
令
和
５
年
６
月
25
日

か
ら
４
年
間
で
す
。

【
議
案
第
18
号
か
ら
第
30
号
】

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、市
長
か
ら
提
案
の
あ
っ

た
次
の
方
々
を
任
命
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
議
会
で
は
い
ず
れ
も
総

員
の
賛
成
に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

み
つ
は
し

三
橋 

た
け
し 

猛
氏 （
坂
ノ
下
在
住)

い
ち
か
わ

市
川   

さ
ち
こ
幸
子
氏 （
玉
縄
在
住
）

  

わ
だ  

和
田 

ま
さ
ひ
ろ

雅
裕
氏 （
手
広
在
住
）

 

お
が
わ

小
川 

か
ず
み
和
己
氏 （
山
崎
在
住
）

い
し
は
ら

石
原   

ひ
で
お 

秀
雄
氏 （
城
廻
在
住
）

ご
う
は
ら

郷
原 

ひ
と
し均
氏 （
笛
田
在
住
）

  

ひ
ら
い
平
井  

や
す
お

保
男
氏 （
城
廻
在
住
）

お
ち
あ
い

落
合 

る
み
こ
氏 （
関
谷
在
住
）

  

せ
き
ね 

関
根 

ゆ
た
か
豊
氏 （
台
在
住
）

  

い
い
だ
飯
田  

ま
さ
み
正
実
氏 （
上
町
屋
在
住
）

 

に
の
み
や  

二
之
宮 

と
も
か
ず

智
和
氏 （
津
西
在
住
）

こ
い
ず
み

小
泉 

  

き
く
お     

紀
久
夫
氏 （
城
廻
在
住
）

  

い
い
だ

飯
田   

あ
き
こ  

亜
希
子
氏 （
岩
瀬
在
住
）

　

任
期
は
、令
和
５
年
７
月
20
日

か
ら
３
年
間
で
す
。

全
国
市
議
会
議
長
会
表
彰

《
市
長
提
出
議
案
》

条
例
関
係
議
案

教
育
委
員
会
教
育
長

教
育
委
員
会
委
員

農
業
委
員
会
委
員

《
人
事
案
件
》

6
月
定
例
会

和
解
に
つ
い
て

補
正
予
算

６
月
14
日
に
開
催
さ
れ
た

全
国
市
議
会
議
長
会
第
99
回

定
期
総
会
に
お
い
て
、
吉
岡
和

江
議
員
が
議
員
在
職
30
年
以

上
の
特
別
表
彰
を
、
前
川
綾
子

議
員
が
正
副
議
長
在
職
４
年

以
上
、
竹
田
ゆ
か
り
議
員
、
日

向
慎
吾
議
員
、
保
坂
令
子
議
員

が
議
員
在
職
10
年
以
上
の
一
般

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

議決された主な議案
無

所

属

銀

河

鎌

倉

神

奈

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運

動
・
鎌

倉

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

公

明

党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

自

民

党
・

無
所
属
の
会

夢
み
ら
い
鎌
倉

　
長
嶋
　
竜
弘

　
竹
田
　
ゆ
か
り

　
久
坂
　
く
に
え

　
藤
本
　
あ
さ
こ

◎
吉
岡
　
和
江

◎
保
坂
　
令
子

◎
く
り
は
ら
　
え
り
こ

◎
大
石
　
和
久

◎
志
田
　
一
宏

　
日
向
　
慎
吾

　
出
田
　
正
道

◎
中
里
　
成
光

　
池
田
　
　
実

　
前
川
　
綾
子

　
後
藤
　
吾
郎

　
く
り
林
　
こ
う
こ
う

　
千
　
　
　
一

　
松
中
　
健
治

※６月定例会では、市長提出議案30件、委員会提出議案１件の採決を行いました。
※下記以外の議案への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※ 令和５年（2023年）５月８日付で、「鎌倉のヴィジョンを考える会」が解散。同日付で、中村聡一郎議員、後藤吾郎議員が「自由民主党鎌倉市議会議員団」に入会し、会派名を「自民党・無所属の会」に変更、出田正道議員、久坂くにえ議員
　 が無所属となりました。　※ 令和５年（2023年）５月９日付で、「鎌倉アップデートチャレンジ」が解散し、藤本あさこ議員、岡田和則議員が無所属となりました。
※ 令和５年（2023年）５月18日付で、くりはらえりこ議員、岡田和則議員が「銀河鎌倉」を結成。　※ 令和５年（2023年）６月６日付で、「夢みらい鎌倉」の代表者は中里成光議員、「自民党・無所属の会」の代表者は志田一宏議員に変更。

※会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する２人
以上の議員で構成されます。

※会派に属する議員は代表質問を行うことができます。
また、議会運営委員会や予算・決算等特別委員会の委員
となることができます。

会 派 名

議 員 名 ※◎は会派の代表者
※池田実議員は議長のため、採決には参加していません。

主 な 議 案 議決結果
第8号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第10号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ － ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第11号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第12号 鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第13号 令和５年度鎌倉市一般会計補正予算（第２号） 可決

第15号 令和５年度鎌倉市一般会計補正予算（第３号） 可決

第2号 令和５年度鎌倉市一般会計補正予算（第１号）に係る専決
処分の承認について 承認

第5号 建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解に
ついて 可決

第16号 鎌倉市教育委員会の教育長の任命について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
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第9号
鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

○：賛成　　－：反対　　欠：欠席

左から順に、竹田ゆかり議員、吉岡和江議員、
前川綾子議員、保坂令子議員、日向慎吾議員


